
【遵守費用：届出に要する費用（事務手続費用）】
約２億840万円＝33.81円×45分×13万7千件

【行政費用：届出処理費用】
約1億9100万円＝66.37円×(20分×13万2300件+32分×4700件)+79.44円×0.5分×13万7千件

【行政費用：警察職員が仮設店舗を監督する費用】
約180万円＝(66.37円×79分+79.44円×1分)×340件

1

費用及び便益の定量化がなされている推奨事例

法令名：古物営業法の一部を改正する法律案
規制名：営業制限の見直し

府省名：警察庁
規制区分：緩和

営業所 住所等 その他

現行 ◯ ◯ ×

改正 ◯ ◯
◯

（仮設店舗）

労働単価：33.81円/分（民間給与等実態統計調査の年間平均給与422万円÷（60分×8時間×5日×52週））、
届出に要する時間：45分、届出件数見込み：13万7千件

【事後評価】
施行から５年以内の適切な時期に、事後評価を実施する

労働単価：66.37円/分（地方交付税関係参考資料の職員給与単価828万円÷（60分×8時間×5日×52週））、
79.44円/分（同資料の所属長級給与単価）、届出処理時間：20分（営業所所在公安委員会経由：32分）、
届出件数見込み：13万7千件（経由：4700件）、所属長決裁時間：0.5分

監督時間：79分、監督件数見込み：340件

【便益】

売り上げの増加
約62億円

業界団体の試算＜

【間接的影響】
盗品等の処分に仮設店舗が利用されるおそれ→適切な監督によりその影響は限定的

【古物を受け取ることができる場所】

【課題】
催事場等で開催される古物の展示即
売会等において古物の売買契約が成
立した場合であっても、古物を受け
取るためには、取引の相手方が営業
所に赴く等の必要があり、古物の買
取り機会が制約を受けている。

【原因】
盗品等の流入を防止
する観点から、古物
営業法に基づき、古
物商に対し古物の受
取りをする場所を制
限している。

【課題解決の
手段】
・規制緩和
（行政指導、補助
金、啓発等の手段
は考えられない）

【規制（改正）案の内容】
事前に公安委員会に日時・場所
の届出をすれば、仮設店舗にお
いても古物を受け取ることがで
きることとする。

【規制（改正）案の確定】
平成30年３月 ２日改正法案閣議決定、
平成30年４月25日改正法公布

参考資料４



その他部分的に定量化がなされている事例

【国土交通省の事前評価：都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案、誘導施設に係る休廃止の届出制度の創設】

◯規制の概要
地域の核となる誘導施設（商業施設や医療施設等）撤退による都市のスポンジ化（空き家等がランダムに発生）の進行を阻止するため、都市機能
誘導区域内において、誘導施設を休廃止する者は30日前までに市町村長に届け出ることとし、市町村長は、必要な助言・勧告をすることができる。

◯費用の推計

費用の区分 費用要素 算定方法

遵守費用 届出に係る人件費

届出に係る移動費

約815万円＝2,718円/時間×１時間×600件×５年

約20万円＝4.2km÷16km/ℓ×130.8円×２（往復化）×600件×５年

行政費用 広報用のちらし費

届出受理の人件費

勧告に係る人件費

8,800円＝1.1円×8,000施設

約41万円＝2,718円/時間×1/20時間×600件×５年

約11万円＝2,718円/時間×８時間×１件×５年

労働単価：2,718円/時間（民間給与等実態統計調査の年間平均給与485万円÷労働統計要覧の年間総労働時間

1,784時間）、書類作成時間：30分、窓口届出時間：30分、届出件数見込み：600件/年

役所までの片道距離：4.2km（日本の総面積を総市町村数で除して市町村の平均面積を算出し、市町村の形

状を円形と仮定し、役場が円の中心にあると仮定して、円の面積から半径を算出。半径の半分が平均距離とし
て算出）、燃費：16km/ℓ（自動車燃費一覧）、ガソリン単価：130.8円/ℓ（石油製品価格調査）

ちらし１枚：1.1円（標準的なフライヤー、A4、片面カラー）、周知・広報先：8,000施設

届出受理時間：３分

勧告検討時間：1人・８時間、勧告件数見込み：１件/年

【総務省の事前評価：消防法施行令の一部を改正する政令案等、消火器具に関する基準の見直し】

◯規制の概要

平成28年に新潟県糸魚川市で発生した火災で明らかになった課題を解決するため、これまで消火器具の設置義務がなかった小規模飲食店等（延べ
面積150㎡未満の建築物）に対して、消火器具の設置を義務付けるもの（火を使用する設備を設けていない等火災危険性が低い場合を除く）。

◯費用の推計

費用の区分 費用要素 算定方法

遵守費用 消火器具の購入費 対象数：約21万件＝約46万件（全国の小規模飲食店等数）－約17万件（条例による消火器具設置義務付け
対象）－約８万件（火を使用しない、防火上有効な措置が講じられた設備等のみ使用、
自主的な消火器具設置が確認されている小規模飲食店等）

購入単価：4,000円

＜遵守費用（事務手続費用）及び行政費用＞

＜遵守費用（設備投資）＞



その他部分的に定量化がなされている事例

【経済産業省の事後評価：工場立地法の規制対象業種の見直し】

◯規制の概要
一定の規模以上の製造業等に係る工場等に対して届出義務を課し、生産施設面積、植栽等の緑地面積、噴水・広場等の環境施設面積の敷地面積に
対する割合等を規制しているところ、太陽光発電施設を届出対象施設から除外する規制緩和を行ったもの。

◯効果の推計

効果要素 算定方法

環境施設の維持管
理費用の軽減

行政機関の事務コ
スト軽減

※環境施設面積の積算根拠
太陽光発電施設（1MW以上）の設備導入容量
×1.5ha/MW×25%

※左は太陽光発電の設備導入件数（1MW以上）で
あり、規制緩和により届出が不要になったもの。

H24 H25 H26 H27 H28 合計

環境施設面積（ha） 22 527 974 1,445 1,031 3,999

H24 H25 H26 H27 H28 合計

届出軽減件数（件） 39 774 1,286 1,740 1,220 5,059

＜効果＞
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